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第１００１回教育委員会会議概要  

 

１ 日 時 平成２６年４月２５日（金）午後３時００分～  

 

２ 場 所 教育委員会室  

 

３ 出席者 川畑委員長 吉井委員 清川委員 小泉委員 西野委員 林教育長  

      国久企画幹 三田村企画幹（学校教育） 上野企画幹（義務教育）  

 穴吹教育振興課長 田中高校教育課長 吉野スポーツ保健課長  

 

４ 議 題  

日程第１ 第４号議案 福井県教育委員会行政組織規則の一部改正および  

福井県立中学校適性検査問題等作成委員会規程の制定について 

 

日程第２ 第５号議案 いじめ問題対策連絡協議会設置要綱および 

いじめ調査専門委員会設置要綱の制定について   

 

日程第３ 第６号議案 いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

 

日程第４ 第７号議案 福井県スポーツ推進審議会委員の任命について  

 

 

５ 審議事項  

（１）開会宣告 午後３時００分  

 

（２）会議録署名人の指名 西野委員 小泉委員  

 

（３）議事要録 

 

委員長     本日の日程第３、第６号議案から日程第４、第７号議案までの２議案に

ついて非公開としたい旨発議 

 

        ――――当該議案を非公開と決定―――― 

 

委員長     日程第１、第４号議案を議題  

 

高校教育課長  資料に基づき説明 

 

清川委員    今後のスケジュールについては、どのような状況か。 

 

高校教育課長  これから委員会を設置し、他県の先行例等を参考にしながら研究してい

くことになる。９月末までには問題を作成し、できるだけ早い時期に保護

者や子どもたちに入学者選抜要項等を示していきたい。 
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委員長     第４号議案について、原案に対する異議の有無を確認 

 

        ――――原案どおり可決―――― 

 

委員長     日程第２、第５号議案を議題  

 

企画幹（義務教育）、高校教育課長 資料に基づき説明 

 

吉井委員    いじめ調査専門委員会委員は、あらかじめ委嘱するのか、それとも問題

が発生した時に委嘱するのか。 

 

高校教育課長  事態が発生したときに委員を委嘱していたのでは対応が遅くなるので、

あらかじめ委嘱したいと考えている。 

 

委員長     第５号議案について、原案に対する異議の有無を確認 

 

        ――――原案どおり可決―――― 

 

委員長     日程第３、第６号議案を議題  

 

企画幹（義務教育） 資料に基づき説明 

 

吉井委員    委員選定案について、嶺南地域の方が一人もいないが、どうであるか。 

 

企画幹（義務教育） 県教育行政関係者の中に、嶺南教育事務所長を追加することとする。 

        あわせて、第５号議案中、いじめ問題対策連絡協議会設置要綱第３条第

１項における委員数について、「２２人以内」を「２３人以内」と修正す

ることとしたい。 

 

委員長     第５号議案および第６号議案原案一部修正に対する異議の有無を確認 

 

        ――――原案一部修正のうえ可決―――― 

 

委員長     日程第４、第７号議案を議題  

 

スポーツ保健課長 資料に基づき説明 

 

委員長     第７号議案について、原案に対する異議の有無を確認 

 

        ――――原案どおり可決―――― 
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◎協議・報告事項 

（１）福井県教育振興基本計画に基づく平成２５年度施策の実施結果について  

 

（２）平成２６年度施策の基本方針（案）について  

 

清川委員    「福井ふるさと教員」とは、どのような方であるか。  

 

企画幹     企業等で活躍する福井県出身の方々を考えている。  

 

教育長     少子化が進む中、地域の活性化など福井の将来を高校生も考えていかな

ければならない。ふるさとのこともよく知る必要があり、そのような方々

にお願いすることを考えている。  

 

（３）平成２６年度福井県高等学校入学者選抜学力検査の結果について 

 

川畑委員長   前年度に比べて、難易度が高かったのか。 

 

高校教育課長  例えば英語では、単に語彙の質問ではなく、文章全体から複数の情報を

読み取り、整理して答える力を求めた。今後とも、表現力、思考力が必要

となる。 

 

（４）平成２６年度全国学力・学習状況調査実施後の対応について  

 

西野委員    学校名の公表について報道等がされているが。  

 

教育長     今年度から、国の方針が変わったわけではない。保護者の方々等に、説

明責任を果たすことは必要であり、本県では昨年度からリーフレットを作

成するなどして取り組んでいる。学校名を公表するとか公表しないという

問題ではない。  

 

委員長     本日の会議の終了を宣告 


